
 
 
 
1．さいたまマッチングファンドとは 

さいたまマッチングファンド（正式名称：さいたま市市民活動及び協働の推進基金）とは、市民の皆さんが寄
附をすることにより、市民活動への参加や応援ができる基金のことです。 
 市民活動団体が、市と協働して地域社会の課題を解決するための事業を行う場合や、あらかじめ基金に登録し
た団体に対して寄附金が寄せられた場合に、この基金から助成を受けることができます。 

 
  
2．さいたまマッチングファンドの仕組みについて 
 さいたまマッチングファンドは、市民活動を応援して下さる市民の皆さんからの寄附と、市の資源を助成金の
原資としています。 

 
※一般助成事業とは、市民活動団体が、市と協働して地域課題解決のために行う事業に対して交付される助成金
制度のことで、一般寄附が活用されます。 
※団体希望助成事業とは、市民があらかじめ基金に登録した市民活動団体の中から、寄附したい団体を選び、寄
附をすることにより、寄附金が寄せられた団体の実施する事業に対して交付される助成金制度のことで、団体希
望寄附が活用されます。 

さいたまマッチングファンド制度について 
資料２－１


